
再入学試験関連規程（大学院） 

 

大阪産業大学大学院学則 【抜粋】 

（退学）  

第３５条 病気その他の理由により退学しようとするときは、所定の退学願を提出して、学長の許可を

得なければならない。 

２ 前項により退学した者、学費未納により除籍された者および博士後期課程を単位取得退学した者

が、再入学を願い出たときは、研究科委員会の議を経て学長がこれを許可することができる。ただし、

博士後期課程にあっては退学後、6年以内に再入学を願い出るものとする。 

３ 博士後期課程を単位取得退学した者が、学位論文審査を受けるために再入学する場合は、再入学

金、授業料および教育環境充実費を免除し、別に定める審査料を納めるものとする。 

（諸規程の準用）  

第５３条 学則に定めるほか、大学学則およびその他の諸規程を準用する。 

 

 

 

大阪産業大学大学院学費納入規程【抜粋】 

別表第１ 

１、学費 

(1) 入学金                      （単位 円） 

再入学金 10,000円 

 

 

 

 

 



 

 

 

再入学試験関連規程 

 

大阪産業大学学則 【抜粋】 

 

（再入学）  

第１４条 本学に再入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、所定の試験に合格した者でなければ

ならない。  

（１）自己の都合により本学を退学した者で、出願時に退学後3年を超えない者  

（２）授業料未納のため除籍された者で、出願時に除籍取消期間満了後3年を超えない者  

２ 前項第1号および第2号の定めにかかわらず、特別な理由がある者については、3年を超えても再入学

の出願を認めることができる。  

３ 退学または除籍前の学部の学科と異なった学部の学科に再入学することはできない。ただし、経済学

部においては、退学または除籍前の学部または学部の学科に再入学することとする。 

４ 再入学の試験その他に関しては、別に定める。 

（入学手続） 

第１８条 入学試験（編入学試験、再入学試験および転入学試験を含む。）に合格した者が、所定の期間

内に、入学手続きを完了したときは、学長は入学を許可する。  

２ 正当な理由により、前項の手続きを行うことのできなかった者に対しては、学長は、教授会の議を経

て、入学手続きを猶予することができる。 

（規程の適用）  

第５１条 本学則および付属諸規程は、別に定めあるとき、または教授会の決定により特に指示したもの

を除き、入学から卒業までは、その者の入学時の規程を適用する。  

２ 編入学者、再入学者および転籍等をした者については、それぞれ入学または転籍等を許可された学部

または学部の学科のその年次の者と同一に取り扱う。ただし、転籍等を許可された者が、すでに納め

た入学金が新たに許可された学部または学部の学科の入学金より少ないときは、第 17条第 2項ただし

書きの者を除き、その差額を追徴する。 

 

別表第３(大阪産業大学学則)【抜粋】 

１、学費 

(1) 入学金                  （単位 円） 

再入学金 10,000円 

 

 

大阪産業大学学部通則【抜粋】 

 

 第３条 学則第13条から第15条までに定める編入学、再入学および転入学（以下「編入学等」という。

）の志願者は、次の書類を、所定の検定料（再入学志願者は除く。）とともに、期限までに提出するも

のとする。  

（１）入学願書  

（２）出身大学の卒業または修了証明書、成績証明書および各科目の単位数の配当時間表  



 

 

 

（３）再入学できることを証明する書類（再入学志願者に限る。） 

  

第４条 編入学等の選考は、学科試験、面接試験により行う。ただし、再入学については、履修単位の認

定は行わず、退学前または除籍前の修得単位をそのまま修得単位とする。  

２ 学科試験および面接試験は、指定した日時、場所において行う。   

【３、４ 省略】 

５ 再入学および転入学を許可された者のすでに修得した授業科目および単位数の取扱い、ならびに在学

すべき年次については、教授会の議を経て学長が決定する。  

６ 再入学は、退学または除籍となった当時の年次に入学するものとし、学科試験は省略することができ

る。  

 

 

大阪産業大学再入学規程【抜粋】 

 

 （準拠） 

第１条大阪産業大学学則第14条による再入学については、この規程の定めるところによる。 

（出願資格） 

第２条再入学を出願できる者は、再入学後、成業の見込みがある者でなければならない。 

２ 再入学の出願は、退学または除籍になって3年以内とする。ただし、特別な理由がある者については、

この限りでない。 

（再入学願） 

第３条再入学を希望する者は、再入学試験要項に定める書類を、所定の期日までに教務課を経由し、学

長に願い出なければならない。 

２ 検定料および再入学金については、別に定める。 

（再入学時期） 

第４条再入学の時期は、毎年1回、学年の始めとする。 

（選考） 

第５条再入学の選考は、大阪産業大学学部通則の第4条の第1項および第6項を適用する。 

２ 大阪産業大学学部通則第3条の出願者について、大阪産業大学教授会規程に定める当該教授会は、再

入学の可否について審査する。 

（再入学の手続） 

第６条前条において再入学を認められた者は、所定の期日までに、学費納入規程に定める学費を納入し、

手続きを完了しなければならない。 

（再入学者の適用学則等） 

第７条再入学を許可された者には、許可学年次学生に適用している学則およびその他諸規程を適用する。 

（事務の所管） 

第８条この規程に関する事務は、教務課が所管する。 


